
 

市
民
い
こ
い
の
家
に
関
し
て
、
目

的
を｢

工
芸
品
、
手
芸
品
等
の
創
作
活

動
や
発
表
の
場
と
す
る
こ
と
、
創
作

活
動
に
必
要
な
各
種
講
座
等
を
開
催

す
る
こ
と｣

な
ど
と
明
記
し
、
休
館
日

を
日
曜
・
祝
日
と
す
る
改
正
案
が
提

案
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
週
号
で

す
で
に
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
改
正
案
に
関
し
、
日
本
共
産

党
議
員
団
は
、
議
会
初
日
に
平
良
木

議
員
が
総
括
質
疑
を
行
い
、
２
日
目

の
厚
生
常
任
委
員
会
で
も
平
良
木
議

員
が
問
題
点
を
指
摘
し
ま
し
た
。 

 

総
括
質
疑
の
内
容 

◆
質
疑 

従
来
と
異
な
り｢

高
齢
者
趣

味
活
動
の
場
の
提
供｣

を
主
た
る

目
的
と
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。 

◇
答
弁 

現
在
春
日
山
荘
で
実
施
し

て
い
る｢

高
齢
者
の
趣
味
講
座｣

の

代
替
施
設
と
し
て
、
ま
た｢

地
域

の
皆
さ
ん
の
交
流
の
場｣

等
と
し

て
利
活
用
を
図
る
方
針
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。 

◆
質
疑 

こ
れ
ま
で
の
多
目
的
室
や

和
室
の
利
用
実
態
を
ど
の
よ
う
に

分
析
し
、
評
価
し
た
の
か
。 

◇
答
弁 

 

部
屋
の
種
類
に
よ
り
差
は

あ
る
も
の
の
、
総
じ
て
稼
働
率
は

低
く
、
毎
週
又
は
毎
月
定
期
的
に

活
動
さ
れ
る
団
体
に
よ
る
利
用

や
、
浴
場
の
利
用
に
あ
わ
せ
た
、

休
憩
の
場
と
し
て
の
和
室
の
利
用

が
、
主
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

◆
質
疑 

 

一
般
市
民
の
利
用
を
創
作

活
動
な
ど
の
事
業
実
施
以
外
の
時

間
に
制
限
し
た
の
は
な
ぜ
か
。 

◇
答
弁 

春
日
山
荘
か
ら
移
転
す
る

｢

高
齢
者
の
趣
味
講
座｣

を
踏
ま
え

た
も
の
だ
が
、
開
館
時
間
の
約
６

割
の
時
間
帯
で
予
約
可
能
に
な
る

見
込
み
で
あ
り
、
曜
日
や
時
間
帯

等
に
も
よ
る
が
、
一
定
程
度
希
望

に
応
じ
た
対
応
が
可
能
に
な
る
と

考
え
て
い
る
。 

◆
質
疑 

休
館
日
を
日
曜
日
及
び
祝

日
に
し
た
の
は
な
ぜ
か 

。 

◇
答
弁 

高
齢
者
の
趣
味
講
座
の
実

施
日
が
、
月
～
土
で
あ
る
こ
と
を

踏
ま
え
、
日
曜
・
祝
日
を
休
館
と

し
た
。 

◆
質
疑 

こ
れ
ま
で
利
用
し
て
き
た

一
般
利
用
者
の
利
便
性
を
ど
う
確

保
す
る
の
か
。  

◇
答
弁 

あ
ら
か
じ
め
希
望
が
あ
れ

ば
、
夜
間
や
日
曜
日
も
利
用
で
き

る
よ
う
に
す
る
ほ
か
、
だ
れ
で
も

無
料
で
利
用
で
き
る
交
流
ス
ペ
ー

ス
を
設
置
す
る
な
ど
、
一
般
利
用

者
の
利
便
性
の
確
保
に
意
を
用
い

た
。 

 

厚
生
常
任
委
員
会
で
の
内
容 

◆
質
疑 

春
日
山
荘
か
ら
移
転
す
る

創
作
活
動
な
ど
を
尊
重
す
る
の
は

も
ち
ろ
ん
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
利

用
者
を
ま
ず
優
先
し
、
そ
の
後
、

他
の
活
動
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

と
い
う
の
が
ス
ジ
で
は
な
い
か
。

こ
れ
ま
で
の
利
用
者
が
こ
れ
ま
で

通
り
ち
ゃ
ん
と
使
え
る
こ
と
を
約

束
で
き
る
か
。 

◇
答
弁 

(

い
ず
れ
の
利
用
者
も)

並

列
と
考
え
て
い
る
。
利
用
日
が

バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し
な
い
よ
う
調
整

し
、
ま
た
事
前
に
希
望
が
あ
れ
ば

夜
間
や
日
曜
日
も
利
用
で
き
る
よ

う
に
す
る
な
ど
、
不
便
な
く
大
勢

に
使
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
て

い
く 

。 

 

日
本
共
産
党
議
員
団
は
、
市
側
の

こ
れ
ら
の
答

弁

を

受

け

て
、
こ
れ
ま

で
の
利
用
者

に
不
利
益
が

な
く
、
こ
の

改
正
案
に
は

は
反
対
す
る

理
由
な
し
と

し
ま
し
た
。 

 

 市議会12月定例会には、国の補

正予算を受けて、低収入の世帯に 

７万円を支給、その他に５千円の

灯油購入費助成金を支給する追加

提案を行いました。 

 これは、物価高騰による負担増

を踏まえ、今年度の住民税が非課

税の世帯が特に家計への影響が大

きいと見て、この世帯に対し８月

に支給した３万円の生活支援給付

金の追加分として、１世帯当たり

７万円を支給するものです。 

 また、市独自の支援として上記

の世帯に対し１世帯当たり５千円

の灯油購入費助成金をそれぞれ支

給するものです。 

 補正予算の規模は約11億8千万円

で、対象の世帯には12月下旬から

振り込まれるとのことです。 

 ただ、今回も支給の対象を住民

税非課税世帯に限っています。こ

れでは特に家計への影響が大きい

世帯を網羅できていません。 

 そこで、厚生常任委員会の審議

では、平良木議員が｢支給の対象を

もっと広げ、より多くの世帯が対

象になるようにすべきと考える

が、そのような検討はしなかった

のか。また、今回の追加支給の補

正予算は国が支出する金額のみだ

が、数十億円もある財政調整基金

を使って、市独自の上乗せをする

という考えはないのか｣とただしま

した。 

 追加議案としてはこのほかに、

エネルギー価格高騰の影響による

負担の軽減を図るため、中小企業

者などを対象に改めて支援金を支

給する補正予算が提案されまし

た。 

 これは本年度実施した

上越市エネルギー価格高

騰支援金の支給を受けた

事業者に対し、今冬支援

として前回交付額の1/3

相当額を支給するもの

で、支給時期は 1月中

旬、予算規模は総額約3

億8千万円です。 

 なお、この支援金は

半分について市独自の

財源を使っています。 

 
 

Ｎｏ.８１６ ２０２３年１２月１７日 
 

連 橋爪 法一 (吉川区代石) 
絡 上野 公悦 ( ) 
先 平良木哲也 (上中田(金谷区)) 

          上越保健所管内 

          新型コロナ感染症 

          感染者定点報告数 

 11月20日～11月26日１１.００ (県３.０９) 

 11月27日～12月 3日１５.３８ (県４.３３)  


